
１１-１１さ

ナンバープレートについて

○ 道路運送車両法第４条の規定により、自動車は、登録を受けたものでなければ、運行の用に供してはならないとされ
ており、同法第１１条第１項の規定により、登録を受けた自動車には国土交通大臣が通知する番号を記載したナンバー
プレートを取り付けなければならないとされている。

○ また、軽自動車についても、同法第７３条第１項の規定により、ナンバープレートを表示しなければ、運行の用に供して
はならないとされている。

○地域名・・・ 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局、運輸監理部又は自動車検査登録事務所を表示する文字
＜例＞ 品川、練馬、足立

○分類番号・・・ 自動車の種別及び用途による分類を表示する２字以下のアラビア数字又は最初の字がアラビア数字であって、
その他の字がアラビア数字若しくはローマ字若しくはこれらの組み合わせである３字
＜例＞ １００・・・貨物自動車、３００・・・普通乗用自動車、５０Ａ・・・小型乗用自動車

○平仮名等・・・ 自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名
＜例＞ 自家用：さ、す、せ、・・・、る、ろ 事業用：あ、い、う、え、か、・・・、こ、を レンタカー用：れ、わ

○一連指定番号・・・ ４ けた以下の任意のアラビア数字

＜ナンバープレートの表示内容等＞

地域名 分類番号

平仮名等 一連指定番号

＜ナンバープレートの種類＞

登録自動車

【自家用】

品川 ３３０

【事業用】

軽自動車

【自家用】

【事業用】


